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はじめに

　21世紀COEプログラムの研究課題の一つとして、

地震災害について調査・研究を進めてきたことを受け、

非文字資料研究センター発足後は、特に関東大震災の復

興過程の問題に取り組んでおり、その中間報告として、

この度、公開研究会を企画した。

　本公開研究会では、震災後の復興過程で人や社会がど

のように変化したかを総合的に捉えることを課題に、都

市としての性格が異なる東京と横浜の復興を比較し、都

市計画、建築史、歴史学の専門家がそれぞれの視点から

震災復興と文化変容について検討を行った。以下、報告

内容はレジュメと録音記録に基づき、筆者が要約したも

のである。

　震災復興の都市計画では、基本的なインフラ整備に力

を入れた。区画整理を実施し、道路、橋梁、上下水道、

運河などを驚くべきスピードで建設していったが、これ

だけの規模の区画整理は世界的にも初めてであった。し
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かも、区画整理を進

めながら同時に、学

校や公園などの建

物に最初の段階で

予算をつけている。

このようなことが

出来たのは、後藤新

平が震災前の東京

市長時代から都市改造の理念をもって準備を進めていた

ためである。後藤が ｢復旧｣ ではなく、「復興」を主張

していたことは重要である。後藤は東京市政調査会を作

り、アメリカから専門家のビアード博士を招聘したが、

人材は以前から育てていた。

　19世紀のヨーロッパでは皇帝や王が象徴的な目抜き

通りを作るなどバロック的な都市を建設したが、東京は

そうなっていない。おそらく区画整理という手法のため

である。区画整理に際して、東京の交通上の最大の課題

は南北交通であった。靖国通りを東西の軸、昭和通りを

南北の軸にするという縦横の軸は最後までぶれず、それ

に平行していくつか道を作っていった。この時、東京の

中心部に作られた道路は現在も都市の骨格をなしている。

言い換えれば、この時代に作ったものを食いつぶしなが

らその後生き延びてきたといえる。例えば、昭和通りの

緑地帯が立体交差になっていることからもそのことがわ

かる。戦災後にも同様の復興計画がなされるべきだった

が、震災復興の際のようなビジョンはなかった。そうい

う意味でも震災復興は画期的だったといえる。

　昨年暮れから今年の始めにかけて、日比谷公園で「年

越し派遣村」が開かれたのはまだ記憶に新しい。だが、

同様の光景が、今から86年前の関東大震災時に、すぐ

隣の皇居前広場（当時は宮城前広場）で大々的に見られ

たことは完全に忘れ去られている。

　震災当日、宮城の「主」である大正天皇は不在で、皇

太子は9月 2日、宮城前広場を罹災民に開放したが、

実態は罹災民が広場に溢れたため事後的に承認したとい

う方が正しかった。当時、宮城前広場は勿論、宮城も恐

れ多い場所と見なす意識は感じられない。その後、「虎

ノ門事件」等により自主的に人々が去り、裕仁皇太子の

結婚では儀式の場となり、「聖なる空間」が確立する。

一方、上野公園では罹災民がバラック生活を続け、

1924年に恩賜公園となるが、背景には震災前とは異な

る「聖」と「俗」の峻別があったと思われる。つまり、

宮城前広場から罹災民を排除し、広場を天皇制最大の政

治空間へと変容させる代わりに、上野公園では罹災民を

排除せず、自由にしたのである。震災に伴う都市空間の

変化に裕仁自身がどの程度関与していたかは不明だが、

都市計画に関心があったことは確かである。1930年に

は宮城前広場で帝都復興完成式典が開催されるなど、宮

城前の儀式には政治的メッセージが込められた。太平洋

戦争末期には、震災時のように宮城前広場に避難する市

民はおらず、戦争終結まで「聖なる空間」を保ち続けた。

占領期にはメーデー等の集会に使われたが、1952年の
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独立回復後、皇居前広場は元の「聖なる空間」に戻って

いった。

　「年越し派遣村」を皇居前で開くという発想は微塵も

なかったに違いない。かつて藤森照信は、この広場には

「打ち消しのマイナスガスが立ち込めている」と喝破し

たが、歴史を辿ると、この「マイナスガス」の源は関東

大震災にあったのである。

　関東大震災は、横浜で以前から問題になっていた既成

市街地の住環境悪化に加え、多くの避難民の発生とその

避難所の確保という新たな問題を引き起こした。また、

復興事業の計画・実施に際して、小学校跡地や公園等に

建設された応急仮設住宅（公的バラック）等を撤収し、

避難民の代替住宅を

確保しない限り、事

業が進まないという

状況をもたらした。

さらに、震災後の東

京市内外の被害者の

移動は、郊外の市街

地化を促進する引き

金となった。本報告では、震災直後の避難所や仮設住宅

等応急的な環境整備のプロセスと、避難民の移動によっ

てもたらされた市街地構造の変化の2つの観点から、

復興の前提となる諸条件を整理し、東京・横浜の地域性

の比較検討を行う。

　震災後の、横浜市の被災は9割以上が家屋に被害を

受け、6割が全焼、2割が全半壊という状況であった。

被害世帯の割合は、東京市内で被害が大きかった下町、

隅田川両岸エリアと同程度であったが、焼失割合が若干

低く、全半壊の割合がやや高いという特徴を持つ。横浜

では「公設避難者収容所」と呼ばれた公設バラックは、

大規模寺社地や学校跡地などに建設された東京市に比べ、

横浜では小規模分散型という特徴を持つ。鉄道の復旧状

況や都心との隣接状況により、避難者数の増減に時間的

なずれが見られ、その後の市街地形成に影響を与えた。

震災義捐金を基に、内務省臨時震災救護事務局では、震

災一ヶ月後に、罹災者用に小住宅5000戸の建設計画

を発表した。その内訳は東京市 2000戸、東京府下
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図 1	 東京復興事業の内容（復興記念館
展示）

図 2 宮城前広場の群衆（東京都慰霊堂所蔵）

図 3　横浜市仮住宅（横浜市役所『横
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1500戸、横浜市1000戸、神奈川県下500戸であった。

　これまで震災前の横浜市の市営住宅事業の研究を行っ

てきたが、ここでは震災前後の変化について自分なりに

考えてみたい。横浜市の研究では、開港・関東大震災・

戦災の3つの大きな画期があると言われる。横浜市は

開港後に発展した都市という点で、東京とは性格が異な

る。以下では横浜市の性格を考慮して市営住宅事業を検

討する。

　横浜市では、1919年の大火災の再建のため、国の住

宅政策が未確立であった時期に、市独自の政策として市

営住宅事業に取り組み始めた。その後、共同住宅事業を

他都市に先駆けて着手し、幅広く展開していった。横浜

市は、震災前までに公営の普通・共同住宅を800戸近

く自前で持っており、戸数が多いという特徴がある。こ

れらの共同住宅は、関東大震災で被害を受け660戸ほ

どに減少した。

　震災後も、横浜

市の共同住宅事業

は継続し、さらに

多様な事業を展開

していった。まず、

震災前後で住宅の

規模が変化し、中

産階級の少し下あ

たりをターゲットにしていった。また、公設浴場や店舗

を併設した住宅地計画を展開した。それ以外にも、「外

人住宅」「小住宅」など市営住宅事業のバリエーション

を展開していった。特に、「外人住宅」事業は外国人によっ

て発展してきた横浜の特徴を示している。その後、次第

に分譲住宅や供給住宅という、市が所有しない方式に変

化していった。結論として、横浜市は震災の前後で、居

留地から共同住宅都市に変容する契機となり、横浜が住

宅によって立つ都市として再スタートする画期となった

といえよう。

報 告 ②

「�横浜市営住宅事業にみる
��震災復興」

水沼　淑子報 告 ②

「�横浜市営住宅事業にみる
��震災復興」

水沼　淑子
　今日のわれわれの語感では、バラックとは簡易かつ安

易な建築物を意味する。関東大震災後のバラックは、『東

京府及神奈川県ノ

市街地建築物法適

用区域内ニ於ケル

仮設建築物ニ関ス

ル件』（1923 年

勅令第 414 号）

が、罹災地に期間

限定の建築物を

建てる際に市街地建築物法（1919年法律第37号）の

大部分の条文の適用を猶予したことで成立した。要する

に、簡易に建築できるバラックは罹災者側にも行政側に

も好都合だったのである。にもかかわらず、当時のバラッ

クは「ピンからキリまで」多様であった。本報告ではそ

の理由を再建プロセスや法規との関係から説明していき

たい。

　（私設）バラックは、罹災者が自らの所有地に建設し

たものや、罹災借家人、不法占拠者によるものまで多様

であるが、罹災者たちはこれらを徐々に改良していった。

このような再建プロセスの相違が多様なバラックが存在

した理由の一つである。もう一つの理由は、建築・都市

計画関連法規との関係にある。バラックは区画整理時の

撤去を容易にし、補償額を制限するために、様々な制限

を受けていた。そのため、区画整理地区内では換地処分

告示までバラックの建設着手が認められていたため、非

合法建築物を再び新築することができたのである。

　以上、2点の理由により、期間限定という当初の前提

は次第に形骸化し、その前提ゆえに許された非合法行為

が目的化し、常態化していった。われわれは当時の「バ

ラック」という言葉を解釈する際に、こうした多面性を

意識しておく必要がある。

　復興記念横浜大博覧会（以下「復興博覧会」）は

1935年 3月 26日〜5月24日まで60日間、横浜市

報 告 ③

「�関東大震災のバラック
—再建のプロセスと法規との関係—」

田中　傑報 告 ③

「�関東大震災のバラック
—再建のプロセスと法規との関係—」

田中　傑

報 告 ④

「�横浜の震災復興博覧会」

寺嵜　弘康報 告 ④

「�横浜の震災復興博覧会」

寺嵜　弘康

中区の山下公園及びその周辺を会場に開催し、総入場者

は約323万人を数え、決算でも8万円余の黒字の大事

業であった。本報告では、復興博覧会を対象に、横浜の

震災復興を文化の視点から検討してみたい。　

　復興博覧会は貿易振興と産業の発達を目的とする点で

は同時期に他府県で開催された産業博覧会と大差ないが、

入場者数で他を圧倒している。その理由の一つは展示館

の多様さにある。復興館ではパノラマ方式の展示が採用

され、震災記念品が陳列された。その他、物産陳列館や、

横浜の歴史を紹介した開港歴史館、海陸軍の国防館など

があり、演芸館では舞踏やダンスなど日替わりのイベン

ト・アトラクションが開催され、観客を楽しませた。

　また、復興博覧会では大衆の感覚に訴える宣伝物とし

て、新聞広告、絵葉書などが作成され、ポスターや標語、

テーマソング等を懸賞公募し、飛行機から宣伝ビラを大

量散布するなど、様々なメディアを用いた宣伝文化の博

覧会でもあった。

　復興博覧会の剰余金8万円で、横浜市は「開港歴史館」

を震災記念館の隣に建設する構想を提示したが、市長交

代で「夢の歴史館より現実の貿易振興」として構想は実

現しなかった。しかし、1942年には時局の要請から、

震災記念館が市民博物館へと改組する際には、開港歴史

館構想の一部が反映された。戦後横浜市が開港資料館を

建設したのは1981年、関東大震災以降の横浜を扱う

横浜都市発展記念館の開館は2003年のことである。

　ここでは、震災前後の町内会について、調査資料の内、

三井文庫所蔵「大正震災今井町邸内バラック避難者感謝

状」等を分析し、新たな観点の提示を試みる。背景には、

従来の、大正の自由闊達な雰囲気が、震災を契機に画一

報 告 ⑤

「�震災前後�—町内会の変貌—」

北原　糸子報 告 ⑤

「�震災前後�—町内会の変貌—」

北原　糸子

的ナショナリズムにまとめ上げられ、昭和の戦争の時代

に突き進んだという理解に対し、そこに至る歴史の試行

錯誤、人々と時代とのせめぎ合いを復興過程の中で検討

する仕事が不十分であるという問題意識がある。

　震災直後、三井各社が内務省に寄贈したバラックは、

公設バラックとして東京市が管理したが、この今井町三

井家バラックは三井家直営である点で他と異なる性格を

もつ。東京市役所の調査記録から、今井町町会が三井家

バラック開設後に発足したこと、会員は震災後二年間で

1割強増加したこと等がわかるが、特に興味深いのは、

三井家がバラック撤収時の残留入居者の移転を町会に委

託し、運営費を町会会費に組み入れたことである。これ

は恐らく、町内会がバラック管理に果たした役割が三井

家に評価された結果を意味する。

　震災後、町内会は増加の一途を辿り、1940年代には

戦争遂行の末端組織となったことは周知の通りである。

戦後、GHQにより廃止されるが、講和条約後には公然

と復活するなど意外な程根強い。町内会は江戸期以来の

人の自然のまとまりとして、また防災組織として評価す

べきという主張もある。地域コミュニティの必要性が求

められている現在、震災後の町内会の動きから何を学ぶ

か、私たち自身の考え方が問われている。

図 4	 三ツ沢住宅（創建時）（横浜市社会課
『御大典記念写真帖』1928 年）

図 5	 宮城前広場の罹災者

図 6	 復興記念横浜大博覧会案内図（個人蔵）

図 7	 三井今井町邸内バラック（三井文庫、北 1544）
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1500戸、横浜市1000戸、神奈川県下500戸であった。

　これまで震災前の横浜市の市営住宅事業の研究を行っ

てきたが、ここでは震災前後の変化について自分なりに

考えてみたい。横浜市の研究では、開港・関東大震災・

戦災の3つの大きな画期があると言われる。横浜市は

開港後に発展した都市という点で、東京とは性格が異な

る。以下では横浜市の性格を考慮して市営住宅事業を検

討する。

　横浜市では、1919年の大火災の再建のため、国の住

宅政策が未確立であった時期に、市独自の政策として市

営住宅事業に取り組み始めた。その後、共同住宅事業を

他都市に先駆けて着手し、幅広く展開していった。横浜

市は、震災前までに公営の普通・共同住宅を800戸近

く自前で持っており、戸数が多いという特徴がある。こ

れらの共同住宅は、関東大震災で被害を受け660戸ほ

どに減少した。

　震災後も、横浜

市の共同住宅事業

は継続し、さらに

多様な事業を展開

していった。まず、

震災前後で住宅の

規模が変化し、中

産階級の少し下あ

たりをターゲットにしていった。また、公設浴場や店舗

を併設した住宅地計画を展開した。それ以外にも、「外

人住宅」「小住宅」など市営住宅事業のバリエーション

を展開していった。特に、「外人住宅」事業は外国人によっ

て発展してきた横浜の特徴を示している。その後、次第

に分譲住宅や供給住宅という、市が所有しない方式に変

化していった。結論として、横浜市は震災の前後で、居

留地から共同住宅都市に変容する契機となり、横浜が住

宅によって立つ都市として再スタートする画期となった

といえよう。

報 告 ②

「�横浜市営住宅事業にみる
��震災復興」

水沼　淑子報 告 ②

「�横浜市営住宅事業にみる
��震災復興」

水沼　淑子
　今日のわれわれの語感では、バラックとは簡易かつ安

易な建築物を意味する。関東大震災後のバラックは、『東

京府及神奈川県ノ

市街地建築物法適

用区域内ニ於ケル

仮設建築物ニ関ス

ル件』（1923 年

勅令第 414 号）

が、罹災地に期間

限定の建築物を

建てる際に市街地建築物法（1919年法律第37号）の

大部分の条文の適用を猶予したことで成立した。要する

に、簡易に建築できるバラックは罹災者側にも行政側に

も好都合だったのである。にもかかわらず、当時のバラッ

クは「ピンからキリまで」多様であった。本報告ではそ

の理由を再建プロセスや法規との関係から説明していき

たい。

　（私設）バラックは、罹災者が自らの所有地に建設し

たものや、罹災借家人、不法占拠者によるものまで多様

であるが、罹災者たちはこれらを徐々に改良していった。

このような再建プロセスの相違が多様なバラックが存在

した理由の一つである。もう一つの理由は、建築・都市

計画関連法規との関係にある。バラックは区画整理時の

撤去を容易にし、補償額を制限するために、様々な制限

を受けていた。そのため、区画整理地区内では換地処分

告示までバラックの建設着手が認められていたため、非

合法建築物を再び新築することができたのである。

　以上、2点の理由により、期間限定という当初の前提

は次第に形骸化し、その前提ゆえに許された非合法行為

が目的化し、常態化していった。われわれは当時の「バ

ラック」という言葉を解釈する際に、こうした多面性を

意識しておく必要がある。

　復興記念横浜大博覧会（以下「復興博覧会」）は

1935年 3月 26日〜5月24日まで60日間、横浜市

報 告 ③

「�関東大震災のバラック
—再建のプロセスと法規との関係—」

田中　傑報 告 ③

「�関東大震災のバラック
—再建のプロセスと法規との関係—」

田中　傑

報 告 ④

「�横浜の震災復興博覧会」

寺嵜　弘康報 告 ④

「�横浜の震災復興博覧会」

寺嵜　弘康

中区の山下公園及びその周辺を会場に開催し、総入場者

は約323万人を数え、決算でも8万円余の黒字の大事

業であった。本報告では、復興博覧会を対象に、横浜の

震災復興を文化の視点から検討してみたい。　

　復興博覧会は貿易振興と産業の発達を目的とする点で

は同時期に他府県で開催された産業博覧会と大差ないが、

入場者数で他を圧倒している。その理由の一つは展示館

の多様さにある。復興館ではパノラマ方式の展示が採用

され、震災記念品が陳列された。その他、物産陳列館や、

横浜の歴史を紹介した開港歴史館、海陸軍の国防館など

があり、演芸館では舞踏やダンスなど日替わりのイベン

ト・アトラクションが開催され、観客を楽しませた。

　また、復興博覧会では大衆の感覚に訴える宣伝物とし

て、新聞広告、絵葉書などが作成され、ポスターや標語、

テーマソング等を懸賞公募し、飛行機から宣伝ビラを大

量散布するなど、様々なメディアを用いた宣伝文化の博

覧会でもあった。

　復興博覧会の剰余金8万円で、横浜市は「開港歴史館」

を震災記念館の隣に建設する構想を提示したが、市長交

代で「夢の歴史館より現実の貿易振興」として構想は実

現しなかった。しかし、1942年には時局の要請から、

震災記念館が市民博物館へと改組する際には、開港歴史

館構想の一部が反映された。戦後横浜市が開港資料館を

建設したのは1981年、関東大震災以降の横浜を扱う

横浜都市発展記念館の開館は2003年のことである。

　ここでは、震災前後の町内会について、調査資料の内、

三井文庫所蔵「大正震災今井町邸内バラック避難者感謝

状」等を分析し、新たな観点の提示を試みる。背景には、

従来の、大正の自由闊達な雰囲気が、震災を契機に画一

報 告 ⑤

「�震災前後�—町内会の変貌—」

北原　糸子報 告 ⑤

「�震災前後�—町内会の変貌—」

北原　糸子

的ナショナリズムにまとめ上げられ、昭和の戦争の時代

に突き進んだという理解に対し、そこに至る歴史の試行

錯誤、人々と時代とのせめぎ合いを復興過程の中で検討

する仕事が不十分であるという問題意識がある。

　震災直後、三井各社が内務省に寄贈したバラックは、

公設バラックとして東京市が管理したが、この今井町三

井家バラックは三井家直営である点で他と異なる性格を

もつ。東京市役所の調査記録から、今井町町会が三井家

バラック開設後に発足したこと、会員は震災後二年間で

1割強増加したこと等がわかるが、特に興味深いのは、

三井家がバラック撤収時の残留入居者の移転を町会に委

託し、運営費を町会会費に組み入れたことである。これ

は恐らく、町内会がバラック管理に果たした役割が三井

家に評価された結果を意味する。

　震災後、町内会は増加の一途を辿り、1940年代には

戦争遂行の末端組織となったことは周知の通りである。

戦後、GHQにより廃止されるが、講和条約後には公然

と復活するなど意外な程根強い。町内会は江戸期以来の

人の自然のまとまりとして、また防災組織として評価す

べきという主張もある。地域コミュニティの必要性が求

められている現在、震災後の町内会の動きから何を学ぶ

か、私たち自身の考え方が問われている。

図 4	 三ツ沢住宅（創建時）（横浜市社会課
『御大典記念写真帖』1928 年）

図 5	 宮城前広場の罹災者

図 6	 復興記念横浜大博覧会案内図（個人蔵）

図 7	 三井今井町邸内バラック（三井文庫、北 1544）
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　休憩時間を利用して、東京都慰霊堂の収蔵庫保管資料

の調査成果について説明を行った。東京都慰霊堂には、

復興記念館に展示されていない多数の震災関係資料が保

管されているが、

整理・調査が不

十分であり、個

別の資料目録は

作成されていな

かった。今回の

調査では、大型

の物質資料や展

示パネルなどを除く、出版物、簿冊などの内部資料、絵

画・ポスター等の整理・分類を行いリスト化した。これ

らは一般公募で蒐集された震災記念物が中心で、特定の

蒐集者の意図でなく、自然に集まった資料として、震災

記念堂と復興記念館の成立過程やその意義を検討する上

で貴重な資料群であると言える。今後の調査・研究の進

展が期待される。

パネルディスカッション

　まず、コーディネーターの川西崇行が、本公開研究会

の共通の論点である復興計画についてポイントを整理し

た。後藤新平は単なる応急対応ではなく、建築物の不燃

化から、社会福祉、住宅問題などを含め、社会改良の一

環として都市の近代化を構想していた。その後、東京と

横浜の違い、文化の連続面と断絶面などについてパネ

ラーに意見を求めた。前者について、寺嵜は東京と横浜

の被害範囲の違い、避難民の移動時間の差を指摘し、水

沼は横浜では居留地の外国人の存在が復興計画に影響を

与えたことを指摘した。また、横浜の震災記念館が戦前

に消滅した理由について、寺嵜は戦時下の金属供出で震

災遺物が供出されたこと、被害の悲惨さより今後の発展

を強調する方針などで市民博物館に統合されたと説明し

資 料 紹 介

「�東京都慰霊堂保管・関東大震
災関係資料リストについて」

高野　宏康資 料 紹 介

「�東京都慰霊堂保管・関東大震
災関係資料リストについて」

高野　宏康

た。後者については、北原が文化財の焼失により指定文

化財が大きく変化したことと、町内会の問題は単純に江

戸期以来の連続性を強調することはできないことを指摘

した。真野は路地のあり方に着目して、江戸期以来継続

しているのか、区画整理に含まれていたものか不明であ

ることを指摘した。西村は区画整理がすべて良かったと

いう訳ではなく、現在では活気が失われた所も多いこと

を強調した。田中は自らの聞き取り調査の経験から、震

災の知恵を今後に伝えていくことの重要性について述べ

た。最後にまとめとして、震災復興から学ぶ知恵と継承

していかなければならないことをそれぞれの立場から述

べて討議は終了した。

コメント

　本公開研究会の企画に関わった立場から、本公開研究

会の成果と課題について述べておきたい。成果としては、

まず、都市計画、建築史、歴史学の学際的な討議により、

震災復興について総合的に分析する方向性を示すことが

できたことである。歴史学の分野では、震災復興につい

ての研究は始まったばかりの状態である。基本的な部分

から、都市計画や建築史の豊富な研究蓄積から学ぶこと

が多かった。また、従来、個別に被害や復興が説明され

がちであった横浜と東京を比較検討したことで、都市と

しての性格の違いが復興に際してそれぞれに大きな違い

をもたらしたことが明らかになった。

　課題として残された点は、バラックや市営住宅などの

建築物や、都市計画に関する景観変容の話題が中心とな

り、テーマとして掲げた文化変容については、部分的に

言及するに留まったことである。震災復興と文化変容の

問題については、絵画やポスター、美術運動といった非

文字資料に直接関連するテーマだけでも膨大な論点があ

ることは言うまでもない。この点については本年度以降、

さまざまな形で研究を展開していく予定である。異分野

の研究者が多数集まったことで刺激的な議論が展開され

た一方、各分野で資料の扱い方や解釈の違いから、問題

意識、用語・概念など、各分野で大きな相いがあること

が改めて浮き彫りになった。学際研究では、共通点・相

違点を明確にして、それぞれの分野の長所を吸収してい

けるような工夫が必要だと痛感させられた。長時間にわ

たって多数の報告者から様々な論点が出されたことは、

参加者にとって大きな刺激となったのではないかと思わ

れる。幸いなことに本公開研究会は立ち見が出る程の大

盛況であった。参加者の皆様には感謝申し上げたい。

　私は、阪神・淡路大震災のメモリアル施設である人と

防災未来センターで震災資料専門員として勤務している。

現在、人と防災未来センターには、市民から寄贈いただ

いた一次資料（アーカイブ【archive】）が約 16万 9

千点、災害・防災に関する二次資料（ライブラリー

【library】）が約3万2千点収蔵されており、日々、そ

れら資料の保存管理や利活用に腐心している 1。ご存じ

の通り、阪神・淡路大震災は1995年の出来事であり、

1923年に起こった関東大震災の72年後にあたる。後

者は、歴史的な分析をするに十分な年月を経ているが、

前者の歴史分析はまだ緒についてもいない状況で、未知

数な可能性を秘めた多様な現代資料が収集されているの

である。私は、出張で参加していたこともあり、震災・

復興に関するどのような資料が後々歴史的に重要になっ

ていくのか、関東大震災に関する最新の歴史研究を参照

にしたいという問題関心を抱いていた。この小論も、そ

のような限られた視野から書いたものであることをあら

かじめ断っておきたい。

　「災害からの復興過程に関する歴史分析は、歴史学の

人だけではできない。学際的なアプローチが必要」との

主催者側の趣旨説明にもあったように、他分野にわたる

研究報告が続いた。僭越ながら、それら多様な報告を災

害文化の基本と言われる《自助・共助・公助》の枠組み

で少々強引にまとめると、《自助》に関する報告がバラッ

ク再建過程を明らかにした田中傑氏、《共助》に関する

報告が町内会に着目した北原糸子氏、そのほかの方々の

報告は、《公助》に関するものであったように思われる。

今回の公開研究会が、《公助》に関する報告に偏ってい

た印象は拭えないのではないだろうか。私はなにも、《公

助》に関する研究は意味がないと言うつもりは毛頭ない。

人々にとっての関東大震災体験をより深部で捉えるため

には、時代は異なるにしろ、同じように社会に大きなイ

ンパクトを与えた阪神・淡路大震災経験を参照にする必

要もあるのではないかと考えるからである。

　その一例として、阪神・淡路大震災は日本社会のあら

ゆる分野に教訓を残したが、とりわけ命に関わる大きな

問題として、地域のコミュニティー力の重要性を人々に

再認識させたことが挙げられる。大震災発生直後、倒壊

何を残せば大震災は歴史的に捉えられるのか？
～「震災復興と文化変容－関東大震災後の横浜・東京－」参加記～

板垣貴志（阪神 ･ 淡路大震災記念 人と防災未来センター 震災資料専門員）

した家屋の下敷きとなり生き埋め状態になったが救出さ

れた人数は約3万5千人であった。そのうち、実に8

割に当たる約2万 7千人が近隣住民により救出され、

警察・消防・自衛隊により救出されたのは約8千人と

概算されている 2。これは未曾有の危機に際して、公的

機関が果たす役割（＝公助）には限界があり、地域のコ

ミュニティーが果たす役割（＝共助）の大きかったこと

を象徴している。むろん、自分の身は自分で守る（＝自

助）ことが重要であったことは言うまでもない。同じよ

うな現象は、関東大震災でも起こったことが想定される。

震災後に町内会が急増したことを明らかにした北原報告

に惹かれた理由はこれである。「文化変容」を表題に掲

げた公開研究会であったが、都市の形や建物の形の変容

に終始していたように思う。もちろんそれも重要な点で

あるが、当該期の都市民衆意識や生活様式変化にまで分

析が到達しているとは言えない気がした。

　その要因を考えてみるに、関東大震災を歴史分析する

に際しての資料的限界を図らずも露呈しているのではな

いか、と思うのである。つまり、関東大震災に関する比

較的手軽にアクセスできる資料は、公的な記録に限られ

ているのではないだろうか。関東大震災の震度分布図を

作成した武村雅之氏は、「関東震災に関してはいろいろ

な人がいろいろなことを語ります。しかし資料的なオリ

ジンを聞いてもよくわからないことが多い」と指摘して

いる 3。大震災を経験した時代と社会の深部を歴史的に

捉えるためには、記録に残りにくい部分こそ重要で、さ

らなる資料発掘を期待しているし、その必要性はあると

思う。

　飜って阪神・淡路大震災に関しては、何を残しておく

べきなのか。私自身、いまだ確証が持てないでいる。今

後は、関東大震災と阪神・淡路大震災に関する歴史研究

の相互交流が不可欠であるし、その意義は大きい。今回

のような意義深い公開研究会が、今後も頻繁に開催され

ることを強く望んでいる。

1  阪神・淡路大震災における震災と復興に関する資料収集については、全史料協による特集「阪
神淡路大震災と記録づくり」（『記録と史料』第 8号、1997）および、佐々木和子「阪神・淡
路大震災を未来につなぐ」（『地方史研究』299、2002）、同「アーカイブズが生まれる－災
害とひとが出会うとき－」（『アーカイブズ学研究』第 4号、2006）を参照されたい。

2  河田惠昭「大規模地震災害による人的被害の予測」『自然災害科学』16-1、1997
3  北原糸子・寺田匡宏編『歴史・災害・人間－〈災害史・原論〉編－』P48　2003

図 8	 関東大震災関連雑誌類（筆者撮影）




